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後発医薬品採用基準 

① 安定供給できる体制にあること。 

② 先発医薬品と適応症が同じで、同等以上の有効性が期待できること。 

③ 医薬品本体に名称あるいは識別コードの刻印、印刷があること。 

④ 他の採用薬と似た外観・名称がないこと。 

⑤ ハイリスク薬においてはメーカーによる情報収集・提供体制が整備されていること。 

 

以上 


